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(1) マレーシアの民族と社会

マレーシアは半島マレーシア(西マレーシア)と島唄マレーシア(東マレー
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シア)より成り，国土面積は33万凶でフィリッピン共和国とほぼ等しく日本

(38万凶)よりはやや小さい。半島マレーシアは11の州 (states) (13万凶)

より成り，その人口は1，220万人である。島唄マレーシアはボルネオ島の北

部のサノリト|及びサラワク州 (20万knu より成り，その人口は230万人である。

計1，450万人(1982年:W orld Development Reportによる)がマレーシア

の総人口である。その人種別構成は次のようになっている。

第 一 表

マレーシアの人種構成(半島マレーシア)

マレ一系 中国系 インド系 その他 計

1970 人 4，685，838 3，122，350 932，629 69，531 8，810，348 

センサス 構成比(%) 53.2 35.4 10.6 0.8 100.0 

1980構成比(%) 53.9 34.9 10.5 0.7 100.0 

人 6，810 (千人) 4，078 (千人) 1. 240 (千人) 70 (千人) 12，198 (千人)
1983 

構成比(%) 55.8 33.4 10.2 0.6 100.。
出所:Population and Housing Census of Malaysia 

第二表

サバの人種構成 (970)
単位:人

民 族 人口
構成比
%) 

カグサン系 184，512 28.2 

パジャウ族 77，271 11. 8 

土石系 i、 ノレ ト族 31. 299 4.8 

その他の土若系 125.631 19.2 

計 418，713 64.0 

中国系 139，509 21. 4 

インドネシア系 39，529 6.1 

マレ一人 18，365 2.8 

その他 37，151 

5十 653，264 100.。
出所:同前
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単位:人

民 方長 人 口 構成比(%)

タヤック族 386，260 39.6 

土着系
メラナウ族 53，234 5.5 

その他の土着系 49，960 5.1 

5十 489，454 50.2 

中国系 294，020 30.1 

マレ一系 182，709 18. 7 

その他 9， 735 1.0 

計 975，918 100.0 

出所:同前

以上 3つの表から明らかなように，マレーシアは，マレ一人社会，中国人

社会，インド人社会，それにいくつかのボルネオ土着民社会が共存している

国である。 1970年の時点でのマレーシアの人種構成は，マレ一系4，886，912

人 (46.8%)，中国系3，555，879人 (34.1%)，インド系932，629人 (8.9%)， 

ボルネオ土着系908，167人 (8.7%)，インドネシア系39，526人 (0.4%)，そ

の他116，417人(1.1%) 主推計される。島唄マレーシアは人種構成において

中国系が土着系に次いで多く，マレ一系よりも遥かに多いことが注目される。

さらに，政治的にみると，マレーシアは立憲君主国であるが，サパ，サラ

ワク両ナ|、|には任期 5年交替制の君主 (Yangbi Perpuang Agong，国王)とな

るべきサルタンがおらず，任命制の知事が置かれているに過ぎない。すなわ

ち，マレーシアの憲法によれば国王はサルタン会議におけるサルタンの聞の

互選により選出され， 5年間その任につくことになっているが， 13州のうち，

サパ州，サラワクチ1'1，および半島マレーシアのベナン州とマラッカ州はこれ

までイギリスの直轄植民地であったので，サルタンがし、なL、。結局，それ以

外の半島マレーシア 9州(ベルリス，ケダー，ベラ， クアンタン， トレンガ

ヌ，パハン，セラゴール，ヌグリ・センビラン，及びジョホールの 9州)の
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サルタン会議で国王が互選される。憲法上，行政権は国王に属し，国王が下

院議員のなかから首相を任命し，首相の勧告に基づき上下両院議員の中から

閣僚を任命する。立法権は上下両院の国会にあるが，解散のない議員の任期

6年の上院は各州より 2人づっ選出された川代表26人と，国王任命の42人，

計68人より成る。下院は直接普通選挙，任期 5年，小選挙区制により行なわ

れるが，議員数は半島マレーシア114人，島唄マレーシア40人(サラワク州

24人，サパ什116人)計154人となっている。結局，西と東に別れている半島

マレーシアと島唄マレーシアを比べた場合，人口数においても政治制度上も，

半島マレーシアの方に圧倒的比重が置かれており，島唄マレーシアの方は歴

史的に後発であることもあって，面積の点ではより広大であるが，他と等し

く地方自治権をもっ 2州であるというにとどまる。

マレーシアの社会を構成する民族集団はそれぞれに固有な文化，宗教，言

語，伝統をもっている。人口分布からみると，マレ一系は農村地帯に，中国

系は都市部に多L、。マレ一系は農業に従事し，中国系は商業を掌握している，

と一般に言われてきたが，このパターンはマレーシアの30年の歴史を経て変

りつつあり，マレ一系の都市居住が増加してきている。

マレ一系は早くからマレ一半島に定着じ，稲作と狩猟と漁業により自給自

足経済を営みアニミズムの原始宗教を持っていたが， 7世紀から13世紀にか

けてインドのヒンズ一教に化していった。それが15世紀になってマラッカ王

朝がイスラムに改宗したため，マレ一人社会もイスラムを奉じるようになっ

た。イスラムの社会では宗教界の長が政治支配の長でもあり(これを

Sultan という)，このサルタンを頂点とし，王族，貴族，部落の長にいたる

ハイアラキーを構成する。このようなサルタンがマレ一半島に9人もでき，

それが世襲され，今日に至ったのがマレ一人の社会である。それはマレ一人

がイスラム教徒として統治者であるサルタンに忠誠心を誓っていることによ

って成立つ社会である。今日においてはマレ一人はほとんど例外なくイスラ

ム教徒であり，多くは農村に住み，米を作り，ゴム園で働らき，或いは漁業

を営んでいる。教育をうけた者は官吏となり，少数のエリートは欧米の教育

をうけ，欧米思想、を学んでいるが，イスラムとしての価値観，マレ一人社会
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の伝統的ハイアラキーの観念は変えていない。

これに対し，中国系は， 19世紀に入ってイギリスがマレ一半島の支配を確

立し，特に19世紀後半スズ鉱の発掘を始めた頃から，苦力として移民してき

た。中国系移民は同郷の者を頼り，同郷者による帯λ ンと L、う相互扶助の組

織を形成して行った。半島マレーシアの中国系を出身地別に分類すると次表

となる。

第四表

半島マレーシアの中国系住民の出身地別人口 (970)

出身 地 別 人 口 % 

?国 建 人 1，068，803 34.2 

客 ~一Z一・ 人 690，821 22. 1 

広 東 人 617，588 19.8 

潮 リ十| 人 387.048 12.4 

海 南 人 145.758 4.7 

江 西 人 77.577 2.5 

f高 リ十| 人 57.577 1.8 

興 化 人 16.924 0.5 

?肩 清 人 9.039 0.3 

そ の 他 51.697 1.7 

計 3.122.350 100.0 

出所:Population and Housing Census of Malaysia 

中国系は同郷同志が固まって住み，同じ方言を話し，同じく仏教・儒教・

道教の混合した祖先の霊を祭り拝む宗教を信じている。それぞれの出身地別

による郷穏によって，職業に偏りがある。福建帯は商業，金融業，運送業に，

客家認は衣服仕立屋，靴屋，金銀細工などの職人に，広東認はクリーニング

庖，旅館，劇場などのサービス業に，潮州認は食品応，八百屋，雑貨商庖に，

海南認は料理屋， レストラン，製永業などに従事しているものが多い。

インド系がマレ一半島に移住してきたのも19世紀のイギリス植民地成立に
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はじまる。特に19世紀後半，自動車産業の発達によってゴム農園が開拓され

るようになると，大量の移民が南インドから流入した。インド系の民族別統

計は次表のようになっている。

第五表

半島マレーシアのインド系住民の出身地別人口(1970)

出身地別 人 口 % 

インド・タミール人 654，256 80.9 

マラヤラーム人 41， 974 4.5 

その他のインド人 35， 796 3.8 

パキスタン人 宅イロン人 100，603 10.8 

計 932，629 100.0 

出所:Population and Housing Census of Malaysia. 

表からも明らかなようにインド系はマレーシアにおいてはマイノリティー

である。その中で80%以上を占めるタミール人は，大半がゴム国労働と商業

に従事している。マラヤラーム人はその他の農園や工業の労働者であり，セ

イロン人はホワイトカラーが多い。宗教はヒンズー教徒が大半であり，ヒン

ズー寺院， ヒンズ一語学校を通してインドの文化を保持している。少数はイ

スラム教徒であり，マレ一人社会と近い。その他，若干のキリスト教徒，シ

ク教徒がし、る。一般に，インド系住民は中国系左同時に，それぞれの集団，

独自の文化・宗教の故に固有の生活共同体を構成している。

島l興マレーシアの土着系住民の中で，サノく州、|のカダザン系の一部とパジャ

ウ族-サラワク什|のメラウ族はイスラム教徒である。それにインドネシア系，

マレ一系はイスラム教徒であるから，島唄マレーシアのイスラム教徒は全住

民の約30%となる。これに中国系宗教の信仰をもつものが27%である。それ

に若干のキリスト教徒も除くと，残りの約40%がアニミズムの土着宗教の信

者ということになる。東・西マレーシアの土着諸民族(プロトマレ一系)の

宗教に共通するのは世界が物の世界と霊の世界より成り立っていること，霊

は物の中に宿っていること，物・霊が均衡を保っていれば，人は幸運であり，
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健康で幸福となるが，パランスをくずせば，危険であり，死・病気・不運が

やってくること，などである。善霊を呼びもどし，悪霊を追い払う者がシャー

マンである。サパ州のカ夕、、ザン系の一部，サラワクのダ、ヤック族では， 1930 

年ごろまで，人の霊力を獲得するために首狩りが行なわれていた。

以上，マレーシアの社会はそれぞれ固有の文化・宗教・価値観をもっ4つ

の主要民族集団ーマレ一系，中国系，インド系，土着系， ーで成り立っ

ている。独立とともに，この民族複合社会は互いの相違を背後に，政治的権

力をめぐって括抗しつつ今日に至っている。

(2) マレーシアの言語

マレーシアの人口が互いに異なる民族によって構成されていることは上に

みた通りであるが，民族が異なれば言語も異なるのが通例である。一般に，

それぞれの民族は独自の言語をもっている。個人の属する民族がわかればそ

の言語も判別されるのである。マレーシアにおいては，早くから定着してい

たマレ一人はプロトマレ一系と共に土着の者(これがマレ一人をさしていう，

ブミプトラ bumiputera= sons of the soil，土地の子，の語源である)と考え

られ，中国系，インド系などの移民者と区別される。

A.土着諸語

マレーシアの土着諸語は言語学上2つに分類される。 1つはオーストロネ

シア語族であり，他はオーストロアジア語族である。

① オーストロネシア語族(Austronesian 1anguages) 

オーストロネシア語族の話者は半島マレーシアと島唄マレーシアの両方に

いる。半島マレーシアで話されているオース卜ロネシア語族はただマレ一語

(または，パハサ マレーシア，マレーシア語)だけである。マレ一語はサ

パ州，サラワクリ十|でも話されているが，ここでは他のオース卜ロネシア語族

も話されいるo 1970年の国勢調査によると，マレーシア全土におけるマレ一

語話者総数は4，886，912人で，それは全人口の46.8%であった。

さらに， 1970年の国勢調査によれば島唄マレーシアの土着系諸語の話者数

は次のようになる。
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第 六 表

島唄マレーシアの土着諸語話者人口(1970年)

オーストロネ シ ア 語 族 話者数 マレーシ比ア率総人(%口に
占める ) 

ダヤック諸語 (Dayak) 386，260人 3. 7% 

カダザン諸語(Kadazans ) 184，512人 1.8% 

その他の土着諸語 337，395人 3.2% 

第七表

サバ州における土着諸語話者数(1970年)

オ ーストロネシア語族 話者数

カザダン諸語(Kadazans ) 

クウィジャワ語(Kwijau ) 

ムルト諸語(Murut ) 

パジャワ諸語(Bajau ) 

イラヌン語(Ilanun ) 

マレ一語 (Malay)

ロッド語(Lotud ) 

ルングス語(Rungus ) 

タンブヌク語(Tambunuc ) 

ドムパス語(Dumpas ) 

マルガング語 (Margang)

パイタン語(Paitan ) 

イダハン語(ldahan ) 

ミノコク語 (Minokok)

ラマナウ語 (Ramanau)

マングカアク語(Mangka'ak ) 

スノレ語 ( Sulu ) 

オラングスンカガAイ;語苦(Orang Sunga必i) 

フ

カタダoヤン=語u(Kadayan) 

ピサヤ;吉(Bisaya) 

ティドング語 (Tidong)

出所:Asamah Haji Omar 1979， p. 5 

184，512 

64 

31， 299 

72，323 
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次の表はサラワク什|の民族・言語別の人口である。表は SarawakAnnual 

Statistical Bulltin， 1972による統計であるが，第八表は第三表及び第六表と

次の点で異なる。第三，第六表でダヤック族・ダヤック諸語(Dayak )と

第 八 去

サラワク州における土着諸語話者数 0972年)

オーストロネシア 語 族 話 者 数 サラワク比什率|の人(9口4に
占める ) 

マレ一語(Ma1ay ) 182.709 

イパン諸語(Iban ) 302.984 

ピダヤー諸語(Bidayah ) 83.276 

メラナウ諸語(Me1anau) 53.234 

その他の土着諸語① 49.960 

中国諸語(Chinese ) 294.020 

その他(インド諸語， ヨーロッパ諸語) 9. 735 

計 975.918 

① 以下の諸語を含む(但し，話者数は1960年の国勢調査による)

カヤン語(Kayan ) 

ケンヤ一五音 (Kenyah)

ケラビト語(Ke1abit ) 

7.899 

8.093 

2.040 

ムルト語(Murut ) 5.214 

ピサヤ一語(Bisayah ) 2. 803 

カジャン諸語 (Kajang)①① 3.000 

19 

31 

8 

6 

5 

100 

00 カジャン諸語にはケジャマン語(Kajarnan ).セカパン語(Sekapan ) 

ラハナム語(Lahanarn ).それにプナン語(Punan )を含む。

少数話者の言語に次の諸語がある。(話者数は推定概数)。

パヶタン語(Baketan ) 200 

シアン語(Sian ) 100 

ウキト語(Ukit ) 50 

ベ ナ ン (Penan )①②① 5.000 

①①② 移動狩猟の民ベナン族の言語。

出所:Asrnah Haji Ornar 1979. P. 6 

( Sarawak Annua1 Statistica1 Bulletin. 1972による)



東南アジアにおける言語政策一一マレーシア・フールネイ 275

表わしたものを，第八表ではイパン諸語(Iban )とビダヤー諸語(Bidayah ) 

に分けている。イパンは海ダヤク(SeaーDayak)と呼ばれ，ビダヤーは陸

ダヤク(Land Dayak )とも呼ばれた，居住が海岸か内陸かによって区別し

たものである。

② オーストロアジア語族(Austroasiatic Languages ) 

第九表
オーストロア

ジア語の話者は

半島マレーシア

の北は，ケダー

什|から南はパハ

ンチト1， スラン

ゴール州に及ぶ

中央山脈の高原

地に住む山間種

族である。島l興

半島マレーシアのオース卜口アジア語族話者数 0969年)

マレーシアtこはi

存在しない。彼

等は成人でも身

長 1'""-'1.5mと

背の低い準黒人

種(Negrito ) 

である場合と，

そうでない場合

とある。伝統的

に彼等はイギリ

ス人によって

「原住民」

(‘aborigine' ， 

アギリジニー)

オーストロアジア語族

A.北方アスリ諸語

1.ケンスィウ語(Kensiu ) 

2. ケンタクボング語(Kentakbong ) 

3. ジェハイ語(Jehai ) 

4. メンドリク語 (Mendriq)

5. パテグデク語(Bateg Deq ) 

6. ミンテイル語(Mintil ) 

7.パテグ ノング語

8. チェウォング語 (Che'Wong) 

B. 中央アスリ諸語

1.セムナム語 (Semnan)

2. サブム語(Sabum ) 

3. ラノーイール (LanohYir) 

4. ラノーシェングジエング(Lanoh Jengjeng ) 

5. テミアール語 (Temiar)

6. 第一セマイ語(SemaiI ) 

7. 第二セマイ語 (Semain ) 

8. ヤー フット三百 (YahHut) 

C. 南方アスリ諸語

1.マーメリ語 (MahMeri) 

2. セマクベリ語(Semaq Beri ) 

3. セメライ語(Semelai.) 

4. テモク語 (Temoq)

出所:Asmah Haji Omar 1979 p. 8 

話者数

ラノー諸語

98 

100 

702 

118 

300 

40 

100 

272 

(“Lanoh勺 264

9，929 

15，506 

2，013 

1，198 

1， 406 

2，391 

100 
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と呼ばれているが，マレ一人からも「原住民J(‘orang asli') (‘orang' は

man，‘asli'は originalの意)と呼ばれてきた。そこで1973年ハワイの東西セ

ンターで開催され第一回国際オーストロアジアの言語学会において，今後

オーストロアジア語族をアスリ語族(Aslian Languages )と呼ぶことが決

められた。アスリ諸語の話者は総数でも 3万人くらいで，マレーシア全人口

の約0.3%と稀少である。ただ，彼等が土着人であることに一番大きな意味

があるようである。

アスリ諸語の中で最多の話者をもっテミアール語とセマイ語は，マレーシ

ア国営ラジオ放送の番組に入っている。テミアール語はアスリ諸民族の共通

語となっているようである。

B.非土着諸語

① 移民諸語

マレーシアにおける非土着語，すなわち移民語，の話者は中国系，インド

系， ヨーロッパ系，タイ人およびアラブ人である。言語と民族は不可分の関

係にあるから，民族を語ることはその言語を語ることであり，その逆も真で

ある。中国系とインド系については既にその民族集団を分析して述べた(第

四表，第五表参照)が，それはすなわち同時にマレーシアにおける中国語族

諸語，インド語族諸語とみることができる。

a. 中国諸語

中国系住民の場合，それぞれの集団が出身地別に郷帯を形成し，職業的に

も偏りがあることは先に述べたが，それは同時に言語上の偏りでもある。そ

れぞれの集団はそれぞれの中国語方言を話しているが，それら異なる方言話

者間の相互理解(mutual intelligibi1ity )は困難であり，それぞれを方言と

呼ぶよりは別々の言語と呼ぶ方がよい。そこで，第四表は，同時に言語上の

分類とみなして，福建人=福建語話者，客家人=客家語話者，広東人=広東

語話者……と読み替えてよい。

第四表に北京人は入っていない。それは北京地方からの移民がいなかった

からである。しかし，言語上の分類としては北京語(Mandarin )を加えね

ばならない。これは標準中国語として，英領植民地の時代から学校教育に導
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入され，長年，中国系移民の子弟の教育用語であった。さらに，中国諸語話

者の共通語としての他位を与えられている。 1970年の国勢調査では， 10才以

上の全中国系住民の41%は華語(北京語)が話せると L、う。

福建語，客家語，広東語，潮州語，海南語，江西語，福州語，興化語，福

清語はマレーシア全土にわたって話されている。しかし地域によって特定

の中国語が優勢となる。例えば， クアラ・ルンプール市やイポー市において

は広東語が優勢であり，ベナン州，ベラ州，スランゴール升1，ジョホール升|

などでは福建語が優勢である。島l興マレーシアのサパ州では客家語が優勢と

なり，サラワク外|のクチン市では客家語と福建語が，シブ市では福州語がも

っぱら話されている。

マレーシアにおいて中国諸語はこれまで何世代にもわたって話されてきた

が，今後とも生き延びると思われる。帯という共同社会の言語として，家族

問，友人間，それに宗教行事等においては，殊更に，これらの言語は個人の

アイデンティティと不可分に結びついているからである。

b. インド諸語

移民の言語として中国諸語に次ぐ勢力はインド諸語である。その話者数は

マレーシア国民の8.9%(1970年:932，629人)である。但し，第一表，第二

表，第三表から明らかなように，統計上，インド系は島唄マレーシアでは無

視してよい程に少ないので，半島マレーシアについてだけみれば，その人口

の10.6%を占める。

インド諸語は大別してドラヴィダ語族とインド・アーリア(印欧)語族に

分かれる。前者はインド大陸南部の人々の言語で，後者は北部の人々の言語

である。 ドラヴィダ語族のタミール語，マラヤーラム語の話者がマレーシア

における全インド諸語話者のそれぞれ80.9%，4.5%を占めている(第五表

参照)。インド・アーリア語族のヒンデ一語，パンジャブ語， ウルド語等の

話者数はわずかで全インド諸語話者数の3.8%に過ぎない。これらインド諸

語話者が異なる言語を話す相手を相互に理解できないのは中国諸語話者の場

合と同様である。

インド諸語話者が母語によって意思伝達するのは，友人間，家族内，宗教
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行事等に，だんだん限定されきた。それは若年層における教育(マレ一語，

英語による)の普及，人口の農村より都市部への移動等の故である。

C. タイ語

マレーシアとタイの国境辺地には，少数のタイ民族が住んでいて，タイ語

を話している。これも統計上は0.1%に満たず無視されいる。彼らはむしろ

タイ側と交信することの方が多い。

d. アラビア語

アラビア語は移民語の 1つである。その起源はマレーシアにおけるイスラ

ム教の到来である。およそ15世紀初等，マラッカ王朝時代にアラビアの商人

がやってきて商取引に大きな力を揮った。イスラム教徒であるこれらのアラ

ビア商人の影響のもとで，マラッカ王朝第3代の王ムザハ・シャー(Muzaffar 

Shah )がヒンズーからイスラムに改宗し，サルタンとなったのがマレ一人

社会の今日の社会・政治形態のそもそもの起りであった。

アラビア語はイスラム教と密接に結びついており，イスラム教の学校では

教育用語となっているが，社会における意思伝達の用具としてはあまり用い

られていない。アラビア語の使用は宗教の領域に限られているといってよい。

② 植民地語

15日年にポルトガル人が最初のヨーロッパ人としてマレ一半島に上陸しマ

ラッカを占領した。しかしそれは1641年オランダ人の手に渡り， 1824年イ

ギリス人が最後の実権をにぎった。それ以後はもっぱらイギリス人が半島を

領有し，マレ一半島はイギリス帝国の植民地となったが，イギリス人はその

統治時代の初期から彼等の言語である英語をマレーシアに導入し，英語を教

育用語とする学校を設立し，植民地に住むあらゆる民族に無償の英語初等教

育を与えた。さらに民族を問わず，優秀なものには授業料免除や奨学金の特

典を賦与し，英語による中等教育も与えた。これを終えた者は官吏に登用さ

れ，植民地のエリート層を構成していった。英語は権力者及び政府の言語で

あり，専門職業の言語であり，高等教育の言語であった。このように英領植

民地時代に高い地位を得た英語は，独立後，行政用語(公用語)の地域は奪

われたが，なお，最も重要な第二言語の地位に収まっている。
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① クレオール(creole )とピジン(pidgin ) 

16世紀初頭マレ一半島にやってきた最初の白人種ポルトガル人と現地マ

レ一人との混血の子孫が話している言語があって，‘ Pa叩pi泊ak財Eα汀ri耐S坑tangとL、づう。

これはポルトカ

さらtにこ， I商用マレ一語J(Bazaar Malay )と呼ばれるピジンがあるが，

これは中国語やタミール語の構文にマレ一語の語棄を語尾変化などは一切切

り捨てて組み入れたものである。マレーシアの大きな町ならどこででも，小

さな商庖や露庖の商人が「商用マレ一語」というピジンで用を足している姿

をみることができる。それはマレーシアの“マーケット"における共通語と

なっている。

① 新外国語

高等教育機関で教授されている外国語はフランス語， ドイツ語， 日本語お

よびロシア語である。これに近年タイ語が加えられた。このタイ語は外国語

としてのタイ語であって，先に移民語として指摘したものとは性質が異なる。

~ 2. マレーシアの言語政策

上にみてきたようにマレーシアにおいては多種多様な言語が話されてし、

る。その中のいくつかは大きな集団の中で広範に用いられている。 1957年ま

では英語が行政府の言語，またエリート上層社会の通用語であった。地域の他

の諸言語，すなわちマレ一語，中国諸語，タミール語等は「現地語J( Vemacular ) 

と呼ばれ，その使用は積極的に奨励されず，むしろ黙認されていたというべ

きである。

英語による小学校と並列にマレ一語による小学校，北京官話による小学校，

それにタミール語による小学校があって 6年間の初等教育を与えていた。

6年を修了した者で、優秀な者は週末だけに開かれる第 7年次の教員養成コース

で学ぶことができた。これは各言語別小学校の存続を保証するものであった。

1957年マラヤ連邦の独立とともに各種言語の地位と役割が公式に定められ

た。国語が制定されたが，他の言語の学習についても国家の保証が与えられ
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た。英語から国語への移行を円滑にするため， 10年間の猶予期間が設けられ

た。これにより国語の十全な発達と，公務員をはじめとする国民の公用語へ

の完全な適応が期待された。

(1 ) 国語の制定(マレ一語)

マレーシアの国語はマレ一語である。これは1957年制定の連邦憲法に福わ

れている。さらに1963年， 1967年，および1970年におけるそれぞれの憲法修

正追加条項によってマレ一語の国語としての地位は高揚されている。 1957年

連邦憲法が制定されたとき，マレ一語の地位は次のように明記された。

第152条「図 語」

1. 国語はマレ一語とする。国語の文字は国会が法律により定めるもの

とする。但し，

a. 何人も他のいかなる言語を(公用以外の用途で)用い，教え，ま

たは学ぶことを禁じられ，もしくは妨げられない。且つ

b. この条項は，マラヤ連邦のいかなる言語についても，連邦政府

もしれま州政府がその使用・学習を保護し，支持する権利を有

することを害うものではない。

国語の地位は独立後に附加された条項によって一層強固なものになった。

憲法第50条「緊急条項」は非常時下において政府に広範な権力を与えるもの

であるが，その権力も宗教，人種，言語には及んではならないと附記してい

る。これはマレ一語の国語としての地位を，不動のものとし，後世まで保証

するものである。

憲法第152条第 1項aの附帯条件でかっこ書きし，“公用以外の用途で"と

言っているのは，国語は，すなわち公用語であって，公用には国語のマレ一

語を使わなければならないが，公用以外の用途でなら，何語を使っても，学

んでも，教えても自由である，ということである。

(2) 暫定期間の公用語規定 (英語)

上に述べたように国語が‘公用'のすべての機能を果すわけだから，マレー
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語がマレーシアの公用語であると言ってよい。憲法にはこのマレ一語の公用

語としての地位を侵すことなしに，英語を移行の暫定期間において公用に供

してもよいと謡っている。

連邦憲法第152条「国語」

2. 第 1項の規定に拘らず，独立の日より 10年の期間，従って，国会が

別に定めるときまで，上下両院おいて，各州の立法府において，お

よび，その他すべての公用に，英語が使用されてもよい。

1971年制定の国語法にもマレ一語の地位-役割が明確に記されている。マ

レ一語が唯一の公用語となると書かれている。しかしそこにも英語の使用

について規定がなされている。

3. 国王は適当な公用途には英語の継続使用を認める。

(3) その他の言語の扱い(華語，タミール語等)

連邦憲法第152条における附帯規定により，他の諸言語の学習は禁んじら

れていない。マレーシアの多くの言語の中で，英語，華語およびタミール語

は教育制度の中で推奨される形態となっている。公式に定められた地位は得

ていないものの，これら 3言語のおのおのは多様な民族集団の必要をみたす

ものである。英語は役場や政府外交において，国語の代替語として継続して

使用されている。国際会議や科学技術，専門的職業の分野では英語が主流で

ある。華語は民間部門に限られ，中国系の商用語として書簡や取引で広く使

用されている。

その他にもパンジャビ語，タイ語，テルグ語などを教育用語とする少数の

学校がある。これらの言語もマレーシア社会の現実の必要をみたすものであ

り，教育省は学校教育課程の中でこれらの言語の学習ができるように対処し

ている。

~ 3. マレーシアの言語教育政策

国の言語政策は上述のように憲法に明記され，長期的には国語とするマ
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レ一語一本に統合しようというものである。しかし，短期的には植民地語で

あった英語を公用語として継続使用することを認めざるを得ない。中期的に

は多様な民族諸語の存続を容認し、学校教育を通して，国語の学習・普及を

図るものである。ここに言語教育政策のもつ意味がある。

学校における言語教育は言語を教育用語とするものと，言語を授業料目と

するものの 2形態がある。初等・中等・高等の各教育レベルで，マレーシア

がどのような言語教育政策を行なっているかを以下に検討する。

(1) 教育政策

マレーシアの教育政策は， I教育審議委員会報告書J(1956年) (通称，ラ

ザク・レポート)に基づいている。続いて， I教育調査委員会報告書J(1960) 

と「内閣委員会報告書J(1979)が出されたが，この二者は先のラザク・レ

ポートが勧告した教育政策の実施方法に関するものである。ラザク委員会は

国民教育制度の確立と，マレ一語を国語に制定することを勧告した。後者に

ついては，マレ一語教員養成とマレ一語研究のための国語研究所の設立が併

せて勧告された。前者については，①小学校はマレ一語を教育用語とする標

準学校と英語，華語，タミール語を教育用語とする標準型学校に分けること

と，①すべての小学校・中学校においてマレ一語と英語を必修言語とするこ

とが勧告され。

新教育政策はラザク・レポートの勧告通りに①初等国民教育の標準化 ② 

教員養成制度の確立 ①唯一の国語の確立 をめざしている。しかし，現実

には学校において，また社会において多様な言語が使用されており，さらに，

労働雇用や高等教育において，英語の重要性を認めざるを得ない社会の実状

なので，柔軟な路線が採られている。すなわち，マレ一語が主要な教育用語

となるまでは他の言語を教育用語としてよいという標準型学校の認知であ

り，国語であるマレ一語とともに英語の小・中学校における必修化である。

(2) 学校教育における諸言語の地位

マレーシアの学校生徒は最小限 2言語を学ぶが，たいていの場合， 3言語
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を学んでし、るのが現実である。このことは中等学校ばかりでなく小学校にお

いてもそうである。生徒が学んでいる言語はそれぞれに特定の地位・役割が

ある。学校での言語は教育用語である場合と，第二言語である場合と，外国

語である場合の 3通りある。

① 教育用語

「教育用語」とは教育の媒介として使用される言語である。生徒が教室で

学ぶ教科は教育用語を使って教えられる。ある恵まれた場合には，教育用語

は学童の母語と同一であるが，多くの場合，学童の母語とは異なる言語また

は方言である。例えば，中国系の学童にとって，家庭の言語が福建語とか広

東語である場合に，学校では華語が教育用語なのである。マレ一語も地域ご

とに方言があるから，例えばケランタン州とかケダー州なら，家庭ではケラ

ンタン方言，ケダ一方言を話しているので，学童の母語は学校で受ける授業

の教育用語，標準マレ一語とは異なっている。

マレーシアの教育政策はマレ一語が主要な Cf唯一の」ではなく「主要なJ)

教育用語であると諮っている。マレ一語を教育用語とする学校を「国民学校」

と呼び，マレ一語以外の言語を教育用語とする学校を「国民型学校」と呼ん

で区別している。しかも，国民型学校が国民学校に転換するのを待っている。

1969年まではマレ一語を教育用語とする学校以外に華語，タミール語，英

語を教育用語とする学校があった。 1970年には英語を教育用語とする学校を

すべて「国民学校」とするという決定が行なわれた。この実施は漸進的なも

ので，英語を教育用語としていたすべての小・中学校を「国民学校」とする

のに11年を要している。先ず， 1970学年度には小学校 1年次の英語を除くす

べての教科をマレ一語で・教えた。 1975学年度には小学 1年次から 6年次まで

英語を除くすべての教科がマレ一語で教えられた。英語を教育用語としてい

た中等学校でマレ一語を唯一の教育用語とする転換は1976年に始まり， 1978 

年に完成した。 1980年には教育省が管轄するすべての中等学校において，教

育用語のマレ一語化が完了したのである。

大学教育においても，今日，マレ一語が主要な教育用語となっている。多

くの授業科目はマレ一語で教えられ，個人指導(Tutorial )やゼミ，さら
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に教授会などもマレ一語で行なわれいる。しかしマレ一語以外の言語で教

えられる科目もいくつか残っている。

マラヤ大学の副学長ウング・アジズによるとマレ一語以外の言語を教育用

語とする科目は，その方が科目の性質上，よりよく教授，学習されるからで

あり，これを「指定科目」と呼んでいる。例えば，イスラム研究学科目の「ハー

ディース」や「コーラン」はマレ一語よりもアラビア語で教授する方がよく，

英文学科の授業科目は英語で教える方がよい。そこでマラヤ大学ではこれら

は「指定科目」に入るのである。

⑦ 第二言語

英語は憲法第152条第2項の定めにより，独立(1957年)以後10年間は公

用語としてマレ一語に代って使ってもよいことになっていた。その暫定期間

を了ったいま，英語は，学校教育において，全小・中学生必修の第二言語の

地位を与えられている。

① 外国語

マレーシアの高等教育機関(国立)と私立学校において教えられている外

国語は先に~ 1. (2)B.①に挙げたフランス語， ドイツ語， 日本語， ロシア語，

それにアラビア語の 5言語である。

① 生徒自身の言語

教育省の法令によって. 15人以上の生徒が第一言語(母語)として特定の

言語の教育を要請する場合には，学校はその要請を受け入れなければならな

いことになっている。それが「生徒自身の言語」であって，対象の生徒にと

っては 1つの教科目である。これまでに「生徒自身の言語」として国民型

学校で教えられているのは，華語，タミール語，マラヤーラム語，テルグ語，

それにイパン語がある。イパン語はただサラワク什|のイパン地域でのみ教え

られている。

(3) 小学校における言語教育政策

マレーシアの国民教育制度では 2種の小学校，国民小学校と国民型小学校，

が認められている。共に修業期間は 6年である。国民小学校においては教育



東南アジアにおける言語政策ーマレーシア・ブルネイ 285

用語はマレ一語である。全生徒に英語は必修科目である。 15人以上の生徒が

母語(華語かタミール語)の学習を要請する場合は学校は必要な調整を行な

う。

国民型小学校においては，教育用語は華語かタミール語で‘ある。 1年生か

ら国語であるマレ一語 3年生からは英語が，それぞれ必修料目となってい

る。

ラザク・レポート(教育審議委員会勧告) (1956年)により， Iすべての学

校は，教育用語の如何を問わず，同ーの教育課程に従って」いる。小学校の

教育課程から言語教育のところだけを抜粋すると次のようになる。

一±仁::; 号口五口

第 十 表

国民小学校の言語教育課程

仁3 号ロ五口 週間授業分数

マレv ー舌口五口 300 

英 号ロ五口 300 

生徒自身の言語 120 

出所:Rogers 1982， p. 64 (Education 

Act 1961， Courses of Studies 1967) 

第十一表

国民型小学校の言語教育課程

1-----2年 3 年 4 年

華語/タミール語 420 420 400 

ーマ レ 三日五日 180 180 200 

英 き日五日 120 160 
~ 

5 年

360 

200 

200 

6 年

360 

200 

200 

出所:同書 (数字は週間授業分数)

国民小学校ではマレ一語と英語は必修，華語やタミール語は選択科目であ

る。国民型小学校では生徒は母(族)語である華語またはタミール語と，マ

レ一語及び英語の 3言語を学ばなければならなし、。

国民型小学校の卒業者は 1年間の高等小学科に進級し，マレ一語の熟達度

を高めることができるようになっている。
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( 4) 中等学校における言語教育政策

教育省の管轄下にある中等学校はすべて国民中等学校であり，修業期間は

5年，マレ一語が教育用語で，英語は必修科目である。「イスラム宗教研究」

諸科目を選択するイスラム教徒の生徒はその授業でアラビア語を学ぶ。小学

校の場合と同様に， 15人以上の生徒から母語の学習要請があれば，学校は必

要な言語科目を開設しなければならない。教育法令上は，下級中等学校卒業

試験及び上級中等学校卒業試験の受験科目としてその他の言語も挙げられて

L 、るが，現行の教育課程ではそのいずれも教えられていない。

マレーシアの中等学校における言語教育課程は以下の表のようになってい

る。

第十二表

国民中等学校の言語教育課程

第 1----第 3学年 第 4、第5学年

ーτ仁::;・ 三口五口 週間授業分数 週間授業分数

マレ一三ロ五口 240 200 

英 号口五口 240 200 

生徒自身の言語 120 120 

出所:Rogers. 1982， p. 65 ( P'YIψぉionalCircular No. 7/72， Schools Division， 

Ministry of Education Malaysia， 25 September 1972) 

(5) 大学における言語教育政策

マレーシアには 5つの大学と 1つの高等教育機関がある。国民大学を除い

て，残りの 4大学とマラ技術専門学校においては，目下，教育用語を英語か

らマレ一語へ転換する事業が進行中である。計画によると大学第 1学年の授

業科目をすべてマレ一語で教えるようにするのは1983年となっている。英語

からマレ一語への教育用語の転換を円滑に行うために，大学教授者の側でも，

マレ一語の特訓を受けるなど積極的な対応がみられる。また一方で、は学生が

大学を卒えるまでに十分な英語能力を身につけるように語学教育も配慮され

ている。
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① 国民大学(Universiti Kebangsaan Malaysia ) 

国民大学はマレ一語を教育用語とする学校(マレ一語学校)で中等教育を

卒えた者を対象に1970年創立の新設大学の lつである。この故に創設以来，

マレ一語が教育用語である。英語は第 1学年から第3学年まですべての学部

生に必修科目となっている。英語は学問語・研究語の地位を与えられており，

学士号取得上，一定単位数の履習が義務付けられている。マレ一語，英語の

外に，国民大学は華語，タイ語， 日本語，フランス語，それにドイツ語を選

択科目として教えている。

② マラヤ大学(University of Malaya ) 

マラヤ大学も現在学部教育において，教育用語をマレ一語に切り替える事

業が後半に入ったところである。国民大学の場合と同様に，マレ一語中等学

校から大学に進学した者は，専門書から情報を得る必要な技能を身につける

ため，英語の授業を受講しなければならない。しかし，マラヤ大学の場合，

英語専攻以外では英語の履習単位は学士プログラムの一部として算入されな

L 、。マラヤ大学にはマレ一語，アラビア語，英語，中国語，タミール語の学

士プログラムがある。その外，マラヤ大学では選択の外国語科目としてフラ

ンス語， ドイツ語， 日本語， タイ語，オランダ語， ロシア語， タガログ語，

それにスペイン語が履習できるようになっている。

① 農業大学(Universiti Pertanian Malaysia ) 

これもマレ一系市民を優遇するために， 1970年代に新設された大学の 1つ

であるから，国民大学の場合と同様に，倉Ij立以来，マレ一語が教育用語であ

る。マレ一語と英語は必修授業科目である。その履修単位は学士号取得に必

要な単位数の 1部となっている。優秀な学生には選択科目の華語が設けてあ

る。

④ 科学大学(U niversiti Sains Malaysia) (1969年創立)

マレ一語と英語が全学生に必修授業科目となっている。選択科目の外国語

としては日本語，タイ語，フランス語，それにアラビア語がある。華語も選

択科目となっている。教授陣がマレ一語で講義できるようにするために，科

学大学では，特別なマレ一語のクラスが設けてある。
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① 工科大学(Universiti Teknologi Malaysia ) 

これも1972年新設の大学である。大学の全授業はマレ一語で行なわれてい

る。英語は 1年聞が必修となっている。

① マラ技術専門学校(Institute Teknologi MARA ) 

これはマレー農村の子弟に各種の技能・技術を教えることにより農業以外

の産業部門において雇用機会を得させる目的で設立された。学生はマレ一人

に限られ，その数は約7，000人である。 1982年度の新入生より教育用語を英

語からマレ一語に切り替えた。しかし，科学・技術の領域における英語の重

要性に鑑み，将来民間の工業界において中堅技術者となる卒業生が，十分な

英語力を身につけているように語学教育の配慮、も疎かにしていない。マレ一

語，英語の外に，技術専門学校は地域言語の優である華語，福建語，広東語，

それにタミール語，さらに外国語としてドイツ語，フランス語，そしてロシ

ア語を教えている。

~ 4. マレーシアの言語政策執行機関

L 、かなる言語であっても，言語の計画・政策を実施するには，社会・国家

のニーズの確認，言語活動の計画，言語材料の開発-配布，言語教育・学習

・使用の監視など各段階を踏まねばならない。これらの段階に公的にあるい

は私的に関与するマレーシアの機関としては，先ず公的なものとしてマレー

シア教育省，言語・文芸開発庁(Dewan Bahasa dan Pustka ) ，マレーシア

・インドネシア言語協議会，およびマレーシア国語審議会がある。加えて，

私的機関としてマレ一語教育研究会，大学言語教育学会，その他多数の言語

.文学研究会がある。

(1) 教育省

教育省の内に言語計画の実施に関わるいくつかの部局・委員会がある。言

語諮問委員会は言語政策の実施についてあらゆる局面を検討し，教育課程中

央委員会に答申する。教育課程開発センターの言語部が言語諮問委員会の事
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務部である。

以上の外に試験評議会と教科書審議会がある。前者は試験に関わる事項を

扱い，後者は学校で使用する教科書を認定する。さらに視学部は言語教育を

視察し，指導助言を与える。教育課程開発センターの言語部は言語政策実施

計画に関わる外に，教材を開発し，教員の現職教育によって教材と教育方法

に関する情報を広める。

(2) 言語・文芸開発庁

言語・文芸開発庁は1959年に次のような目的で設置された。

④マレーシア語(Bahasa Malaysia= Malay，マレ一語)の成長・近代化

のための研究・開発プログラムを企画・施行する。

①マレーシア語による文芸の成長・開発を促進する。

①マレーシア諸による書籍の出版を促進する。 (Malaysia 1973 ) 

今日まで言語-文芸開発庁の事業は次の 3領域に集中している。①マレ一

語による専門用語の新造・開発 ①辞書の編纂・出版 ①マレ一語の学習・

使用の促進。現在，言語文芸開発庁は 4種の機関誌を発行し，小学校の全教

科書を出版している。中等学校-大学の教科書も出版した。

学校用の教科書・参考書類の翻訳も庁の企画に入っている。言語・文芸開

発庁長官は最近、学校教育課程のいくつかの教科目について、標準用語と標

準綴りが完成し、一覧表が間もなく全学校に配られる予定であると発表した

( New Straits Times 9 April 1980 )。

(3) マレーシア・インドネシア言語協議会

この協議会は1973年に結成された。マレーシアとインドネシアの国語は共

にマレ一語に基づいているので，両国語の開発を調整一致させるのが目的で

ある。マレーシア・インドネシア言語協議会は次の点で合意している:①新

語棄の系統的創造 ②綴りの同一標準化 ①用語の調整一致。これによって

マレ一語による教科書の開発により緊密な協力・協働関係が形成されている。



290 

( 4) マレーシア国語審議会

民間部門，特にマス・メディアにおけるマレ一語の発達が無軌道であると

の憂慮が有識者の聞から起り，慣習的に確立している綴りや語法-文法を無

視するマレ一語の使用を監視するため国語審議会が設立された。マレーシア

国語審議会はマレ一語の乱れの程度を調査し，マレ一語の正しい使い方を保

証するような対策を勧告する任務をもっている。

~ 5. ブ‘ルネイの言語政策

(1) フールネイの民族と社会

フ

'The Brunei Darussalam State'日本語で「フ

ルネイ国家，平和の住む所」の意)は1983年12月31日まで英国自治領であっ

たが， 1979年 1月より 1983年12月までの独立準備期間を経て， 1984年 1月 1

日に完全独立した。独立と同時に英連邦に加盟し，同年 1月 7日に

ASEAN， 1月14日にイスラム会議機構 9月21日に国連に加盟した。政体

はサルタン世襲の立憲君主制で，マレーシアのサルタン交替互選による立憲

名主制とは多少異なる。経済的には石油・天然ガスの資源国で，GDP0983年

推計で約40億 US$)の80%は輸出によるものであり，輸出総額の99%が石

油と天然、ガスの輸出による収入である。国民一人当りの GDPは約2万US$

それは隣国マレーシアの10倍、シンガポールの 3倍 日本の 2倍の水準と

いうことになる。しかし， Iこのような数字は統計指標のトリックである。

ブルネイは……極めて社会資本の貧弱な国である。空港，港湾，道路，学校

のいすーれをみても，近年の急速な整備にも拘らず，急増した需要に追いつけ

ない面が多い。......I日本より豊かである」などとする報道は，皮相的な、

事実を知らない報道と言うべきである。ブルネイは実は「貧しし、」国なので

ある。」

ブ、ルネイの人口とその人種別構成は次のようになっている。
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第十三表

ブルネイの人種別人口

マレ一人 その他原住民 華 人 インド人 その他 l口h 計

1921年 センサス 13，641 10，302 1， 423 38 47 25，451 

1931年 センサス 14，835 11.911 2，683 377 329 30，135 

1947年 センサス 16，742 14，419 8，300 452 742 40，657 

1960年8月センサス 45，135 14，068 21， 795 2，879 83，877 

1971年8月センサス 89，268 8，552 31. 925 4，349 136，256 

1981年8月センサス 125，717 15，175 39，461 5，919 6，550 192，832 

1982年年央推計 130，089 16，084 40，784 13，433 200，390 

1983年年央推計 ... '" ..， ... ... 

(注) 1) 1971年以降「マレ一人」は， rその他原住民」中の Dusun，Murut， Kedayan， 

Bisayahを含むようになった。

2) 60年の「その他原住民」の多くは「マレ一人」に含められている疑いがある。

(各表とも出所は， Brunei Statistical Yearbook，各年版)

ブルネイは面積 5， 765kn1で，日本の三重県とほぼ等し¥，、。人口は約20万

で三重県の七こ過ぎない。 ASEANの中でも最も人口の少ない国である。そ

の人種構成は1981年の時点でマレ一系65%，中国系21%，インド系 3%，土

着系 8%，その他 3%となっている。

ブ、ルネイはマレーシアと同じく，マレ一系社会と中国系社会，インド系社

会，それに土着系社会が共存している国である。しかし，それは多数を占め

るマレ一系のイスラムの宗教・思想-文化が支配する社会であり，政治権力

はサルタン(国王)と王族に集中している。すなわち，元首は第29サルタン

の HasaanalBolkiahであり，国会は選挙によるものではなく，全議員20名

がサルタンの指名による勅任議員である。内閣は，首相，蔵相，内相が

Hasaanal Bolkiah国王，国防相は前サルタン，現国王の父の AliSaifuddein， 

外相は国王の次弟の MohammedBolkiah，文化・青年・スポーツ相は国王の

第四弟の JefriBolkiah，というように 7閣僚中， 4人までを王族が占め，主

要ポストを固めている。これは「マレー・イスラム」の宗教思想において，
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サルタンがブルネイのイスラム教徒をアラーの神に結びつける唯一の仲介者

であり，この権威の焦点に位置するサルタンに必然的に権力が集中するから

である。

(2 ) フールネイの言語状勢と言語政策

第十三表でみたように，ブルネイ人口の65%はマレ一人であって，マレ一

語話者である。 21%を占める中国系は福建人，客家人，広東人の順に多い。

彼らはし、わゆる華僑であって，都市部に住み，金融，個人商業部門で独占的

権力を持ち，建設，石油産業でも力を持っている。知的レベルも高く，それ

ぞれの中国方言に加えて，華語もわかる者が多い。

しかし，中国系住民の半数は市民権を取得しておらず，居住証明書を有す

る非公民である。市民権獲得のために必要な25年以上フ守ルネイに在住という

条件を満していながら，難解なマレ一語の試験をパスできないからである。

これは国家権力が言語を統制の手段としているからである。

フずルネイの言語政策はマレーシアの言語政策と類似する。ブルネイも国語

はマレ一語と定めているが，中国系住民，インド系住民のような土着でない

「移住者」に対しては，マレーシアよりも厳しく臨み，高度なマレ一語を市

民権取得の条件として課している。市民権のない者は非公民であり，土地の

所有を許されず，学校授業料，医料費など無料の恩恵は与えられない。

学校制度と言語教育政策についてもマレーシアに準じるものとなっている

が，ブルネイに高等教育機関はない。しかし，マレーシアが「行政，教育，

農業，警察，軍事方面の人材養成を今後とも引受けるJ(83年 3月マレーシ

ア首相)と約束し，さらに， 1ブ‘ルネイ独立後，マレーシアは高等学府への

フソレネイ学生の受入れ，公務員，警察官，軍人の訓練を進めているJ(84年

4月24日カイディル高Ij外キ目)と L、う。

東南アジアの最新最小の独立国ブルネイは言語・教育・文化の政策につい

て，上にみるように距離の点でも民族・宗教-文化の点でも最も近いマレー

シアに依存，協調するところが大きい。めぼしい変化としては84年 4月9日

にアジズ教育相が12言語教育J( bi1ingual education )を謡ったことである。
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同相によると，①従来のマレ一語，英語のいずれかを教育用語とする制度を

改め， 85年から両言語をともに使用する教育制度への転換を開始する。②転

換の目的は海外での高等教育を受ける機会を増やすことにある，と L、う。ブ

ルネイは1983年の時点で約1，000人の公費留学生を海外に送り出している。

人材養成をおおく海外に求めているが，それには留学生の英語能力の養成が

緊要であり，アジズ教育相の 2言語教育制度への転換となったと思われる。

言語政策においてはシンガポールが英語に比重をかけ，マレーシアがマレ一

語に比重を移しているとき，その中間にあるブルネイは，いま英語重視の政

策に移ったようにみえるが，将来どのような進路に向うか今後観察を要する

ところである。

S 6. マレーシア・ブルネイにおける言語政策の将来展望

マレーシアの国家的アイデンティティはマレ一人優遇の「ブミプトラ」政

策であり，イスラム教徒である。マハティール・マレーシア首相が1983年以

来掲げでいる「ルック・イースト」の方針も「ブミプトラの向上を目指すナ

ショナリズム運動として理解されるべきである。」

「ブミプトラJ( bumiputera，土地の子)はマレーシアでマレ一人をさす語

であるが，土着の者として，他所から移ってきた中国系，インド系に対し先

住者としての“当然、の権利である"マレ一人の特権(具体的には公務員採用，

教育への機会，一定のライセンスなどにおけるマレ一人の優先権)を政策と

して実施することを内容とする。マレーシアの言語政策はこの「ブミプトラ」

政策の一端を成すものである。マレ一人の言語であるマレ一語を国語とし

これをすべてのマレ一国民に普及させ，初等・中等教育ばかりでなく高等教

育にもマレ一語をもって行う方針を今や貫いたので、ある。これはシンガポー

ルの民族の文化・アイデンティは母(族)語により，公用・実用は英語によ

るという二種言語主義(bilingualism )とは対照的な言語政策である。

フ

ム教徒であり，サルタンを裁いていることにある。ブルネイマレ一人はかつ
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てボルネオ島全土の支配者であったと L、う歴史的プライド，英国の保護領と

はなったが半島マレーシアのようにその植民地になったことはないというプ

ライド，中国系，インド系，ボルネオ土着系に対する優越感からくるプライ

ド，サルタンを載くイスラム教徒であるというプライド，それに石油天然、ガ

スのおかげで工業先進国以上の国民一人当りの所得を得ているというプライ

ド，これがひとつとなってブルネイ人の精神構造を成している。

ブルネイはマレーシアと等しくイスラム教を国教とし，マレ一語を国語とし，マ

レ一人優遇政策を実施している。1985年より学校教育に二種言語主義(b出沼田lism)

をとり入れ，国家の人材養成のため国語教育と等しく英語教育を重視する言

語政策に転換した。具体的には従来のマレ一語を教育用語とする学校，英語

を教育用語とする学校の区別を撤廃し，同一学校，同一クラスにおいてマレ一

語と英語を共に教育用語とするということである。これはマレーシアの学校

教育において，英語を教育用語とする学校がすべてマレ一語を教育用語とす

る学校に切り替えられてしまったことと対照的である。また，シンガポール

において，華語，マレ一語，タミール語を教育用語とする学校が，ほぼ一様

に英語を教育用語とする学校に移行したこととも対照的である。マレーシア，

シンガポールが教育用語の一元化に進んでいるのに対し， フールネイは二元化

の実験に入ったものと言える。始まったばかりの実験であるから，その成否

の程は定かでない。しかし，人口20万の小国であるから，実験はやりやすい

であろうし，プルネイマレ一人のプライドを以ってすれば，この地域におけ

るユニークな言語教育政策の実験が成功しないとは誰も言えない。

両国に共通する問題は， Iブミプトラ」や「プルネイマレー」というマレ一

人優遇の言語政策が，少数民族である中国系住民，インド系住民をどのよう

にマレ一人社会に同化できるか，ということである。なぜ、ならば，マレーシ

ア・ブルネイ両国の採用した言語政策は StewartC1968，p. 540)にいわせ

れば， I唯一の国語となるべき言語を除き，他のすべての言語を教育により，

または政令により，漸時除去する」一言語主義に外ならないからである。っ

きつめれば，この言語政策は言語・民族・文化の多様性を排除し，少数民族

をすべて一つの民族文化に統合・同化しようとする考え方である。それはシ
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ンガポールが採用している「国内の一つまたは一つ以上の言語を公用語及び、

圏内広域伝達用語に定め，国内の重要な諸言語を認め保護する」多言語多文

化主義の言語政策とは対照的である。

現実にはマレーシアもブルネイも，シンガポールと同様に，異質の言語・

文化-宗教が併存している社会である。マレーシア・ブルネイの同化主義の

言語政策は窮極的には， I少数民族の側から踏絵を踏む形でマレ一系住民に

接近しJ，同化して行かない限り成功しないであろう。しかも，現実には，

政治の実権はマレ一系住民の手の中にあるとしても 経済，商業はマレーシ

アでもフソレネイでも少数民族とされる中国系住民の手中にあるのであり， I仮

にブルネイの石油資源が枯渇し，経済的困難が生じたとしたら，中国系住民

は他に流出していくであろう。経済や政治とは関わりなくその土地に残らざ

るを得ないマレ一系住民との異質さはこの点に集中している」のである。従

って，文化人類学や社会言語学が得ている知見よりすれば，シンガポールが

採用しているプラグマテックな多言語主義の言語政策の方が社会車L際も少な

く，より早く目標に達するであろう。一民族を他の民族の上におく民族優位

の思想及びそれに基づく政策は他の民族が屈服する(先の引用では「踏絵を

踏むJ)かあるいは国外に脱出する(先の引用では「流出するJ) 以外に成功

の方法がないからである。

宗教思想・政治体勢において，少数民族に対しより強権的なブルネイが，

言語政策一一少なくとも言語教育政策ーにおいて，建国早々にマレーシア

とは異なった方角に歩み出したことは興味あることである。プラグマテック

な観点から1985年より採用した，ブルネイの学校制度における二種言語主義

の言語教育政策が成功するかどうか注目されるところである。

〔注〕

1.総合研究開発機構1985.~アジア太平洋地域の将来展望に関する研究~ p. 368. p. 69に

よる。

2. 口羽益生1983.i民族と言語Jp. 103 

3. 口羽益生1983.i宗教と世界観Jp. 120 
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8. Ibid.p. 57 
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10. Ibid.p.58 

11. Rogers 1982 p. 64 
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